
 

 

 

補助を受けていただくためには以下の 

  すべての要件に該当していることが必要です。

申請書と添付書類を提出してください。 

審査の結果により、補助金(最大８万円)を交付します。 

※補助基本額 5 万円（町外転入世帯若しくは子育て世帯に３万円を加算）

(1)居住に関する要件

(2)年齢等に関する要件

(3)住宅に関する要件

住宅の取得の日から９０日以内に申請

詳しくはお問合せください 

岬町まちづくり戦略室企画地方創生担当 

電話：072-492-2775（直通） 

ホームページ：http://www.town.misaki.osaka.jp/

対象期間： 

令和９年３月３１日まで

(4)その他の要件

※中古住宅：居住の用に供したことのある住宅又は工事完了から１年を超える住宅


